
神奈川県「湘南国際村めぐりの森」

インターネットによるご契約内容の確認イメージ 詳しくは「契約者さま専用ページ」に関するご案内または『満期および更新のご案内』をご覧くだ
さい。

地球環境保護のため、保険証券の発行省略を
おすすめしています。
ご契約内容はインターネットで24時間365日ご確認いただけます。紙の保険証
券発行を省略し、紙の使用量を削減することで、森林資源の保全や地球温暖化防
止に貢献することができます。
※削減された経費の一部は植林プロジェクトに活かされています。

保険契約を解約（保険契約者による解除）される場合の返還保険料は、次の算式のとおりです。計算結果に10円未満の端数がある場合には、1円の位を
四捨五入して10円単位とします。

家財保障につきましては、

大阪市淀川区宮原4-1-9
新大阪フロントビル11F
http://www.twssi.co.jp

〒532-0003

（引受保険会社および共同保険の幹事保険会社につき
ましては保険証券等の記載でご確認ください）

（4）

横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー35F
http://www.tmssi.co.jp

〒220-8135

http://www.twssi.co.jp ※弊社ホームページでも各種お手続きをご案内しております。http://www.tmssi.co.jp

もし事故にあわれたら…

事故受付センター

受付時間／24時間・365日
・受付後は、以下の営業時間で事故の対応をさせていただきます。
営業時間／平日 9：30～17：00
・土日・祝日・休日および12月30日～1月3日はお休みとさせていただきます。

0120－811－333 0120－018－505

お引越しをされたら…
受付時間／平日 9：30～17：00
・土日・祝日・休日および12月30日～1月3日はお休みとさせていただきます。

0120－670－055 0120－004－593お客様コールセンター
・お引越しの場合は、借用戸室の変更または解約などのお手続きが
必要です。解約により保険料を返還できる場合がありますので、
お早めにご連絡ください。

契約する保険会社の専用ページ「契約
者さま専用ページ」にアクセス

※右記は東京海上ミレア少額短期保険
株式会社の例です。

「契約者さま専用ページ」
画面イメージ

ご契約内容確認イメージ
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賃貸住宅を取り巻く様々な危険に対処できる



水濡れ

ず一時的に有料宿泊施設を利用した場合

１回の事故につき家財保険金の10％限度

家財保険金が支払われる場合で、その
事故により借用戸室または借用戸室が
属する建物に半損以上の損害が生じ、
当該借用戸室に居住できなくなった
結果として支出した場合

借用戸室の属する建物が
地震、噴火またはこれ
らによる津波で全損とな
り、家財も全損となった
場合

（１回の事故につきそれぞれ20万円限度）

水濡れ

の

水濡れ

水濡れ

※自己負担額５千円（注）

（注）損害の額が 20万円以上になった場合には、自己負担額を適用しません。


